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令和 8 年度 雇用維持安定支援事業のお知らせ 

［教育訓練支援助成］ 

従業員が業務に直接関係する講習会、職業訓練、技能講習を受講した場合、受講料・テキスト代

等の 50％を助成。１事業所の上限額は 10 万円。 

（別途、女性従業員が受講された場合、教育訓練支援は 80％の助成で上限 10 万円） 

▼例えば、このような内容を受講いただけます▼ 

・二種免許及び大型免許・大型特殊免許・中型免許取得にかかる講習費用 

・KYT（危険予知訓練）教育、刈払機取扱作業者安全衛生教育にかかる講習費用 

但し、両方とも資格取得の受験料・交通費等は対象となりません。 

 ※補助対象経費はすべて税抜きとします。 

［社内研修支援助成］ 

事業所が実施する業務に必要な知識、技能を習得することを目的とする社内研修会について、外

部より招聘する講師謝金・旅費・テキスト代等の 50％を助成。1 事業所の上限 10 万円。 

   ※補助対象経費はすべて税抜きとします。 

［定期健康診断促進支援助成］  

・従業員の健康診断の受診料 1 人 2,000 円以上の事業所負担につき 1 人 1,500 円 

１事業所 20 万円（年間）を限度として助成。 

・助成対象人数は、商工会費の基準となる従業員数以内とします。 

 ※補助対象経費はすべて税抜きとします。 

■各種様式は丹波市商工会ホームページ からダウンロードできます。様式ダウンロードはこちら 

※各助成を受けるには、定められた期間までに必要書類の提出が必要となりますのでご注意下さ

い。詳細については、事前にお問合せください。 

【問合せ】 丹波市商工会 TEL：82-3476 

◆◇◆商工会新規入会事業所◆◇◆ 

・peony（柏原町／ピラティス） 

・mizuiro（丹波篠山市今田町／美容室） 

・株式会社ファインアース（春日町／丹波栗園経営、不動産賃貸業） 

 

 

https://tanba.or.jp/downloads/359/
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ふるさと納税返礼品提供事業者説明会を開催します 

丹波市の魅力を全国へ発信し、地域経済のさらなる活性化を目指すため、下記のとおり説明会を開催

いたします。本説明会は、「新たに返礼品の登録・提供を検討されている事業者様」はもちろん、「既

に返礼品を提供いただいている事業者様」にとっても、今後の運用や最新の動向（ルール変更等）を

知っていただける有意義な内容となっております。皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

【日 時】令和 8 年 7 月 28 日（火）13：30～15：00 

【場 所】春日住民センター 大会議室 

【対象者】既に返礼品を提供いただいている事業者 

新たに返礼品の登録・提供を検討されている事業者 

【参加費】無料 

【申込受付期間】6 月 20 日(土) ～ 7 月 15 日(水) 

【申込方法】申込フォームよりお申し込みください。https://logoform.jp/form/bwxv/1601998 

【問合せ】丹波市役所 商工観光課 電話 ：74-1464 

ハラスメント等労務環境改善セミナー 

ハラスメント対策など従業員が働きやすい職場環境の整備を図るため、旬のテーマを様々に折り込

みながら解説を行います。企業を運営する皆様に理解を深めていただくことを狙いとしています。

“働きやすい職場環境”へ改善していきましょう！ 

【日 時】令和 8 年 8 月 7 日（金） 14：00～16：00   【定 員】30 名 

令和 8 年７月 31 日（金）   【参加費】無料 

【会 場】丹波の森公苑 セミナー室（丹波市柏原町柏原 5600） 

【内 容】第 1 部 14：40～14：40「カスタマーハラスメント/就活セクハラ防止指針について」 

     第 2 部 14：50～15：20「カスハラ対策の取組み事例について」 

     第 3 部 15：30～16：00「同一労働同一賃金ガイドライン改正について」 

【申込み】兵庫県経営者協会 HP より申込いただけます。 

 https://www.hyogokeikyo.com/ 

【問合せ】一般社団法人 兵庫県経営者協会 労働対策部 TEL:078-891-5055 

  

丹波市 HP↑ 申込フォーム↑ 

https://logoform.jp/form/bwxv/1601998
https://www.hyogokeikyo.com/

